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単位：億円（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）単位：億円（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）単位：億円（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）単位：億円（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

府ルールによる積立必要額（Ａ）

国ルールによる積立必要額（Ｂ）

減債基金残高（Ｃ）

橋下府政下の積立不足積上り額（Ｄ）

3,915

億円

1,632

億円

減債基金残高、同基金積立不足額（府ルールと国ルール）推計の推移減債基金残高、同基金積立不足額（府ルールと国ルール）推計の推移減債基金残高、同基金積立不足額（府ルールと国ルール）推計の推移減債基金残高、同基金積立不足額（府ルールと国ルール）推計の推移比較２比較２比較２比較２

資料３
【出典：23年10月府総務部財政課「府債残高等の状況について」】


